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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【公開番号】特開2007-99656(P2007-99656A)
【公開日】平成19年4月19日(2007.4.19)
【年通号数】公開・登録公報2007-015
【出願番号】特願2005-289905(P2005-289905)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月11日(2008.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ダイマー酸とダイマージオールとのエステル、Ｎ－アシルグルタミン酸のジエステル、（
ピロリドンカルボン酸／脂肪酸）グリセリルから選ばれる少なくとも１種以上の抱水性の
液状油性成分を含有し、マイクロエマルション剤形の、粘度１００～４０００ｍＰｓの液
状化粧料。
【請求項２】
前記抱水性の液状油性成分として、ダイマー酸とダイマージオールとのエステルとピロリ
ドンカルボン酸/オレイン酸グリセリルとをともに含むことを特徴とする、請求項１に記
載の液状化粧料。
【請求項３】
前記抱水性の液状油性成分の含有量が、化粧料全量に対して、総量で０．００５～１質量
％であることを特徴とする請求項１又は２に記載の液状化粧料。
【請求項４】
環境ストレスの過負荷による皮膚の保湿機能の低下を補完する為の化粧料であることを特
徴とする、請求項１～３何れか１項に記載の液状化粧料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、液状化粧料に関し、更に詳細には、保湿用の液状化粧料に関する。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　現代は過剰なストレスの時代と言われており、景気の低迷などの社会状況の影響もあり
、過剰に負荷されたストレスから自殺する人の数は、既に交通事故で死亡する人の数を上
回っている。この様な過負荷ストレスは、肌の状態にも影響を及ぼすことが知られており
、かかる皮膚機能の損失を、ストレスを緩和することにより改善するための種々の有効成
分が開発されている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許
文献５を参照）。しかしながら、この様な成分のみでは、実際に損なわれた機能が回復す
るまでは、皮膚の状態は損傷されたままの状態であり、刺激による炎症反応を起こしやす
く、これが改悪原因ともなるので、その効果を奏するまでにかなりの時間が必要であった
。その意味で、前記の対処では十分とは言い難い面が存した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　一方、ダイマー酸とダイマージオールとのエステル、Ｎ－アシルグルタミン酸のジエス
テル、（ピロリドンカルボン酸／脂肪酸）グリセリルは何れも化粧料の原料であり、この
ものを化粧料に配合する技術は既に知られている（例えば、特許文献６、特許文献７、特
許文献８を参照）。しかしながら、これらを含有するマイクロエマルション剤形の粘度１
００～４０００ｍＰｓの液状化粧料は全く知られていないし、その様な液状化粧料が環境
ストレスの過負荷による皮膚の保湿機能の低下を補完する為に有用であることも全く知ら
れていない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、環境ストレスの過負荷による皮膚の保湿機能の
低下を補完する為に有用な化粧料を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、ダイマー酸とダ
イマージオールとのエステル、Ｎ－アシルグルタミン酸のジエステル乃至は（ピロリドン
カルボン酸／脂肪酸）グリセリルを含有する、マイクロエマルション剤形の粘度１００～
４０００ｍＰｓの液状化粧料がその様な特性を有していることを見出し、発明を完成させ
るに至った。即ち、本発明は以下に示すとおりである。
（１）ダイマー酸とダイマージオールとのエステル、Ｎ－アシルグルタミン酸のジエステ
ル、（ピロリドンカルボン酸／脂肪酸）グリセリルから選ばれる少なくとも１種以上の抱
水性の液状油性成分を含有し、マイクロエマルション剤形の、粘度１００～４０００ｍＰ
ｓの液状化粧料。
（２）前記抱水性の液状油性成分として、ダイマー酸とダイマージオールとのエステルと
ピロリドンカルボン酸/オレイン酸グリセリルとをともに含むことを特徴とする、（１）
に記載の液状化粧料。
（３）前記抱水性の液状油性成分の含有量が、化粧料全量に対して、総量で０．００５～
１質量％であることを特徴とする（１）又は（２）に記載の液状化粧料。
（４）環境ストレスの過負荷による皮膚の保湿機能の低下を補完する為の化粧料であるこ
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とを特徴とする、（１）～（３）何れか１項に記載の液状化粧料。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の液状化粧料は、抱水性の液状油性成分であるダイマー酸とダイマージオールと
のエステル、Ｎ－アシルグルタミン酸のジエステル、（ピロリドンカルボン酸／脂肪酸）
グリセリルの少なくとも１種以上を含有し、マイクロエマルション剤形であり、粘度が１
００～４０００ｍＰｓであることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　ここで、ダイマー酸とダイマージオールとのエステルを構成する、ダイマー酸は不飽和
脂肪酸の分子間重合反応によって得られる既知の二塩基酸であり、かかるダイマー酸には
、例えばユニケマ社製のＰＲＩＰＯＬ１００６、同１００９、同１０１５、同１０２５等
の様に市販されているものも存する。本発明の液状化粧料の必須成分である、ダイマー酸
とダイマージオールとのエステルを構成する、この様なダイマー酸ユニットの内で特に好
ましいものは、リノール酸をダイマー化したダイマージリノール酸である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　ダイマー酸とダイマージオールとのエステルを構成する、もう一方のダイマージオール
は、ダイマー酸に、接触還元触媒の存在下、水素添加を行い、カルボキシル基を水酸基に
変換した化合物であり、このようなダイマージオールとしては、ユニケマ社のＰＲＩＰＯ
Ｌ２０３３等の様な市販品も存する。特に好ましいダイマージオールとしては前記ダイマ
ージリノール酸を還元して得られるダイマージリノレイルアルコールである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記ダイマー酸と前記ダイマージオールとを常法に従いエステル化することにより、本
発明の液状化粧料の必須成分である、ダイマー酸とダイマージオールのエステルは製造す
ることが出来る。この様なダイマー酸とダイマージオールとのエステルの中で特に好まし
いものは、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルであり、この様な構造のものには
既に市販品が存し、かかる市販品を購入して利用することも出来る。ダイマージリノール
酸ダイマージリノレイルの市販品としては、日本精化株式会社製の「ラスプランＤＤ－Ｄ
Ａ７」が好ましく例示できる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の液状化粧料に於いて、かかる抱水性の液状油性成分は唯一種を含有することも
出来るし、二種以上を組み合わせて含有することも出来る。かかる成分は肌内部に「うる
おいを抱える膜」を形成させる効果を有する。この様な効果を奏するためには、かかる成
分の量は、化粧料全量に対して、総量で０．００５～１質量％であり、より好ましくは０
．０１～１質量％である。更に、肌内部に到達する必要性もあることから、製剤設計とし
ては、肌内部に浸透しやすい剤形とすることが好ましく、具体的には、粘度１０００～４
０００ｍＰｓのマイクロエマルション製剤とすることが挙げられる。ここで、マイクロエ
マルション製剤としては、ミセルの平均粒子径が１μｍ以下の半透明を呈する形態のミセ
ルの存在形態を意味する。この様なマイクロエマルションは、予め、油相と水相の一部を
マイクロフルイダイザーや、エクストルーダー、高圧ホモジナイザーなどの高負荷混合装
置で混合することにより製造することが出来る。高率から勘案すれば、マイクロフルイダ
イザーを用いてマイクロエマルションを製造することが特に好ましい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の液状化粧料に於いては、本発明の効果を損なわない範囲において、通常化粧料
で使用される任意成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マ
カデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマ
シ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、米胚芽油、月見草油、液状
ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ
、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等
のオイル、ワックス類；流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラ
フィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン
酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘ
ン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イ
ソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアル
コール、セトステアリルアルコール等の高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリ
スチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、
セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－
エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－
ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－
エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパ
ン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチ
ルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状
ポリシロキサン；オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキ
サン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリ
シロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変
性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン
（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキ
ル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面
活性剤類；イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロ
キサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アル
キルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界
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面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイ
ン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレ
ングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマ
シ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ
ソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥ
ソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリ
ン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エス
テル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアル
キルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエ
ーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアル
キルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類
、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、シ
ョ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリ
コール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キ
シリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセ
リン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、
１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリド
ンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていて
も良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無
水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類；表面を処理されてい
ても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸
化亜鉛の無機顔料類；表面を処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビ
スマス等のパール剤類；レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２
２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３
号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１
号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メ
チル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ
安息香酸系紫外線吸収剤；アントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；
桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾフェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’
－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’
－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等
の低級アルコール類；ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリ
パルミテート、ビタミンＢ6ジオクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ
12、ビタミンＢ15又はその誘導体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェ
ロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、
ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェ
ノキシエタノール等の抗菌剤などが好ましく例示できる。これらの成分の内、特に好まし
い形態は、液状化粧料がホホバ油、米胚芽油及び月見草油を含有する形態である。これは
この三種の油性成分の組合せが、前記三種の抱水性の液状油性成分と相溶性が高く、かか
る成分を含有することにより、三層のエモリエント膜構造が上下強固に連結されるためで
ある。この様な形態になるためには、ホホバ油、米胚芽油及び月見草油は等量乃至はこの
三種の内で最も少ない成分の倍量をそれぞれ０．０５～５質量％含有することが好ましい
。含有においてはマイクロエマルションの形態で含有することが好ましい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　以下に示す処方に従って、本発明の液状化粧料を製造した。即ち、イ、ロの成分を８０
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℃に加温し、相溶させ、ロに徐々にイを加え乳化し、攪拌冷却し中間仕掛品のエマルショ
ンを作成した。これの１質量部を８０℃に加熱し、攪拌可溶化したハの９９質量部に加え
、マイクロフルイダイザーで２回パスさせて、攪拌冷却して粘度１２５０ｍＰｓの液状化
粧料１を得た。このものの乳化粒子の大きさは平均粒径が０．８μｍであった。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明の液状化粧料１の効果を、ピロリドンカルボン酸オレイン酸グリセリルとダイマ
ージリノール酸ダイマージリノレイルをスクワランに置換した比較例１（粘度１１００ｍ
Ｐｓ；平均乳化粒子径０．７μｍ）と、液状化粧料１の製造過程に於いてマイクロフルイ
ダイザーを用いずに通常の反転乳化法で乳化して製造した比較例２（粘度１９５０ｍＰｓ
；平均乳化粒子径１３μｍ）とを用い、ラウリル硫酸ナトリウム５％水溶液で損傷した皮
膚のＴＥＷＬの変化を測定して調べた。損傷はラウリル硫酸ナトリウムを３時間貼付し行
った。貼付後、部位を温水を含浸した脱脂綿で拭い、ラウリル硫酸ナトリウムを除去し、
１０分静置した後にＴＥＷＬをTewameter(Courage-Khazaakaelectronic GmbH,Cologne,Ge
rmany製)で測定した。液状化粧料で順次処理し、再びＴＥＷＬを計測した。計測後クレン
ジング料、洗顔料で液状化粧料を除去し、ＴＥＷＬの値が元に戻っているのを確認し、同
様に他の比較化粧料の評価を行った。結果を表１に示す。これより、本発明の液状化粧料
は、優れた保湿効果を有し、以てＴＥＷＬ（経皮的水分散逸）が低いことが判る。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　上記の液状化粧料１、比較例１、比較例２を用いて、肌状態が悪くて、且つ、ストレス
を感じている人をパネラーにして２週間の試用テストを行った。社内の公募で集まった、
肌状態が悪くて、且つ、ストレスを感じている人は１２人で、この１２人を３群に分けた
。１群は液状化粧料１を、１群は比較例１を、１群は比較例２を２週間、連日朝晩２回投
与してもらった。２週間後にアンケートで肌状態に改善があったか無いかと、ストレスに
よる心理的圧迫感の変化があったか無いかを答えてもらった。結果を表２に示す。本発明
の液状化粧料は、肌状態を改善するとともに、ストレスによる心理的圧迫感を軽減してい
ることが判る。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　実施例１と同様に、下記処方に従って、本発明の液状化粧料２（粘度１４５０ｍＰｓ；
平均粒径０．８μｍ）を作成した。このものを実施例１のＴＥＷＬへの変化と同様の手技
で評価した。結果はコントロールが５２だったものが、処置後３２に減った。これより、
同様の効果が存するものと思われるが、ホホバ油、米胚芽油及び月見草油を含有する形態
の方が好ましいことが推察される。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　実施例１と同様に、下記処方に従って、本発明の液状化粧料３（粘度１２００ｍＰｓ；
平均粒径０．７μｍ）を作成した。このものを実施例１のＴＥＷＬへの変化と同様の手技
で評価した。結果はコントロールが５３だったものが、処置後２９に減った。これより、
この化粧料も実施例１の液状化粧料１と同様の効果を有することが推察される。
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